
申告期間：令和６年２月７日(水)から３月15日(金)まで

月 日 曜日 対　象 会場・時間

２
月

7 水

宮守町

農業申告がない方
宮守地区

宮守１・２・３区

12 月 宮守４・５区・達曽部３区

8 木 達曽部地区・鱒沢地区

9 金

農業申告がある方

鱒沢１・２・３区

10 土

16 金 綾織１・２区

17 土 農業申告がない方 綾織町・小友町

13 火 達曽部１・２区

15 木
綾織町

小友町

農業申告がある方
小友１区

水 附馬牛３区・松崎４区

22 木 松崎２・５・６・７・８区

23 金 松崎１・３区

19 月 農業申告がある方 綾織３区・小友２・３区

20 火

附馬牛町

松崎町

農業申告がある方

附馬牛１・２区

21

24 土 農業申告がない方 附馬牛町・松崎町

26 月

土淵町
農業申告がある方

土淵１・４区

27 火 土淵２・５区

28 水 土淵３・６・７区

29 木 農業申告がない方 土淵町

木 上郷４・５・６区

8 金 農業申告がない方 上郷町

5 火 農業申告がない方 青笹町

6 水

上郷町
農業申告がある方

上郷１・２・３区

青笹町
農業申告がある方

青笹１・４・５区

4 月 青笹２・３・６区

7

9 土

遠野町

遠野１・２・３・４・５・６区

11 月 遠野７・８・９・10・11・12区

12 火 遠野13・14・15区

◆ 申告会場の受付番号札を配付する時間は、開場時間からです。

◆ 期間中は税務課及び宮守総合支所の窓口での申告相談はできません。（提出のみ可能）

◆ 混雑を避けるためできるだけ指定日での来場をお願いします。

13 水
全　町

(大変混み合います）
14 木

15 金

３
月

1 金

◆ みやもりホールで宮守町以外の方が申告するときは、前日までに税務課に事前予約が必要です。

みやもりホール

開場 午前８時

受付 午前９時～午後４時

遠野市役所とぴあ庁舎

開場 午前８時15分

受付 午前９時～午後４時

とぴあ庁舎会場は、

各町指定日以外で受付可能です。

（予約の必要はありません。）

※宮守町の方は、行政区の指定日以

外で受付可能です。

※２ とぴあ正面バス停側の入口の

 開錠に合わせて、とぴあ庁舎２階

中会議室前で番号札配付を行います。

※１ 午前８時15分に、とぴあ正面 

バス停側の入口が開錠されます。

※３ 本庁舎からとぴあ庁舎へ続く

 通路、とぴあ庁舎南口、とぴあ３階

 駐車場正面入口は、午前８時20分

 に開錠されます。

収支内訳書（営業等、農業、不動産）や

医療費の明細書は事前に作成の上、持参

してください。
作成していない場合は、来場者自身で作成してからの申告相談になるため、

順番が遅くなることがあります。

令和６年度市民税・県民税（国民健康保険税）

申 告 相 談 受 付 日 程


